（別紙２）
（記載例１）最低賃金改正のお知らせ

時間額
改正発効年月日
1 パルプ、紙製造業最低賃金
１，１１３円
令和７年１２月２５日
2 　はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金
１，１１４円
令和７年１２月２５日
③　電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
１，１０７円
令和７年１２月２５日
4  船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金
１，０７０円
令和７年１２月２５日

◆愛媛労働局ホームページ
愛媛労働局　賃金室で検索
◆お問い合わせ先
愛媛労働局 賃金室 (電話 089-935-5205)
又は、最寄りの労働基準監督署
松山労働基準監督署(電話089-917-5250)  新居浜労働基準監督署(電話0897-37-0151)
今治労働基準監督署(電話0898-32-4560)  八幡浜労働基準監督署(電話0894-22-1750)
宇和島労働基準監督署(電話0895-22-4655)

宇和島労働基準監督署(電話0895-22-4655)









愛媛県最低賃金
時間額1,033円
発効年月日 令和７年12月１日












記載例２以下の最寄りの労働基準監督署の電話番号については、記載例１をご参照ください。


（記載例２）
	最低賃金改正のお知らせ

●県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」は令和７年１２月１日から、１時間１，０３３円に改正されました。

●また、県内の特定の産業に属する事業場の労働者には「特定最低賃金」が適用され、令和７年１２月２５日から、次のとおり改正されました。
①パルプ、紙製造業最低賃金（１時間１，１１３円）
②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金（１時間１，１１４円）
③電子部品･デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金（１時間１，１０７円）
④船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金（１時間１，１３６円）

◆お問い合わせ先
愛媛労働局  賃金室
℡０８９（９３５）５２０５
又は、最寄りの労働基準監督署







（裏面に続きます）
	最低賃金改正のお知らせ

●県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」は、令和７年１２月１日から、１時間１，０３３円に改正されました。
●また、県内の特定の産業に属する事業場の労働者には「特定最低賃金」が適用され、令和７年１２月　２５日から、次のとおり改正されました。
①パルプ、紙製造業最低賃金（１時間１，１１３円）②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金（１時間１，１１４円）
③電子部品･デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金（１時間１，１０７円）
④船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金（１時間１，１３６円）
◆お問い合わせ先
愛媛労働局  賃金室
℡０８９（９３５）５２０５
又は、最寄りの労働基準監督署


（記載例３）





















